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小学校6年生
まで拡大
所得制限も引き上げ

所得額は次の方法で計算します。
●給与所得者は、源泉徴収票の給与所得

控除後の金額から８万円を引いた後の額。
●事業所得者は、確定申告書の所得金額

欄の合計額から８万円を引いた後の額。
●さらに、右表の控除額があれば、その控

除した後の額が所得額となります。
　詳細については、児童福祉課へお問い

合わせください。

⑤
毎
年
、
現
況
届
の
提
出
が
必
要

で
す

　
現
在
、
児
童
手
当
を
受
け
て
い

る
方
は
、
市
が
５
月
末
に
ご
自
宅

に
郵
送
し
た「
児
童
手
当
現
況
届
」

に
必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、
６

月
中
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
こ
の
現
況
届
の
提
出
が
な
い
と
、

６
月
分
以
降
の
手
当
は
支
給
さ
れ

ま
せ
ん
の
で
、ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
申
請
・
問
い
合
わ
せ
　

　
児
童
福
祉
課
又
は
各
支
所
保
健

福
祉
係
・
福
祉
係
へ
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。
な
お
、
公
務
員
の
方
は
、

勤
務
先
で
の
申
請
に
な
り
ま
す
。

児
童
福
祉
課
児
童
福
祉
係

鈎
０
８
２
４
―
７
３
―
１
１
９
２

西
城
支
所
保
健
福
祉
係

鈎
０
８
２
４
―
８
２
―
２
２
０
２

東
城
支
所
福
祉
係

鈎
０
８
４
７
７
―
２
―
５
１
３
１

口
和
支
所
保
健
福
祉
係

鈎
０
８
２
４
―
８
７
―
２
１
１
４

高
野
支
所
保
健
福
祉
係

鈎
０
８
２
４
―
８
６
―
２
１
１
４

比
和
支
所
保
健
福
祉
係

鈎
０
８
２
４
―
８
５
―
３
０
０
２

総
領
支
所
保
健
福
祉
係

鈎
０
８
２
４
―
８
８
―
３
１
１
０

　
　

養育者の税法上
の扶養人数

０人

１人

２人

３人

４人

以下１人増えるごとに

自営業者の所得限度額
（国民年金・年金未加入者）

460万円

498万円

536万円

574万円

612万円

38万円を加算します

サラリーマンの所得限度額
（厚生・共済年金加入者）

532万円

570万円

608万円

646万円

684万円

38万円を加算します

医療費・雑損・小規模企業共済等掛金控除

寡婦・寡夫控除

特別寡婦控除

障害者控除（一人につき）

特別障害者控除（一人につき）

老人扶養控除（一人につき）

老年者控除（平成16年中所得のみ）

所得額から控除できるもの 控除額

控除相当額

27万円

35万円

27万円

40万円

６万円

50万円

　児童手当の制度が改正され、支給対象年齢が、これま

での小学校３年生(９歳到達後最初の３月31日)までか

ら小学校６年生（12歳到達後最初の３月31日）までに拡

大され、併せて所得制限が引き上げられました。

経
過
措
置
と
申
請

こ
れ
ま
で
、所
得
制
限
に
よ
り
児
童
手
当
を

受
給
し
て
い
な
い
保
護
者
の
皆
様
へ

小
学
校
４
年
生
～
６
年
生
の
児
童

が
い
る
保
護
者
の
皆
様
へ

（
平
成
６
年
４
月
２
日
生
ま
れ
～
平
成
９
年
４
月
１
日
生
ま
れ
）

【
平
成
18
年
４
月
１
日
～
】

児
童
手
当
制
度
と
は

　
今
回
の
制
度
改
正
に
よ
り
新

た
に
支
給
対
象
と
な
る
保
護
者

の
方
は
、平
成
18
年
９
月
29
日（
金
）

ま
で
に
受
付
し
た
も
の
に
限
り
、

特
例
的
に
平
成
18
年
４
月
１
日

に
さ
か
の
ぼ
っ
て
支
給
さ
れ
ま

す
。た
だ
し
、転
入
し
た
日
、所

得
な
ど
に
よ
り
、申
請
し
た
日

の
翌
月
か
ら
に
な
る
場
合
も
あ

り
ま
す
の
で
、お
早
め
に
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、平
成
18
年
10
月
２
日（
月
）

以
降
に
申
請
さ
れ
た
場
合
は
、

経
過
措
置
は
な
く
申
請
日
の
翌

月
か
ら
の
支
給
と
な
り
ま
す
の

で
、ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
児
童
手
当
制
度
は
、
児
童
を

養
育
し
て
い
る
方
に
手
当
を
支

給
す
る
こ
と
に
よ
り
家
庭
に
お

け
る
生
活
の
安
定
に
寄
与
す
る

と
と
も
に
、
次
世
代
の
社
会
を

担
う
児
童
の
健
全
な
育
成
及
び

資
質
の
向
上
に
資
す
る
こ
と
を

目
的
に
し
て
い
ま
す
。

 

①
支
給
対
象

 

　
児
童
手
当
は
、12
歳
到
達
後

の
最
初
の
３
月
31
日
ま
で
の
間

に
あ
る
児
童
（
小
学
校
修
了
前

の
児
童
）
を
養
育
し
て
い
る
方

に
支
給
さ
れ
ま
す
。た
だ
し
、前

年
（
１
月
か
ら
５
月
ま
で
の
月

分
の
手
当
に
つ
い
て
は
前
々
年
）

の
所
得
が
一
定
額
以
上
の
場
合

に
は
、
児
童
手
当
は
支
給
さ
れ

ま
せ
ん
。

②
支
給
月
額

第
１
子
…
…
…
…
５
、０
０
０
円

第
２
子
…
…
…
…
５
、０
０
０
円

第
３
子
以
降
…
１
０
、０
０
０
円

③
支
払
時
期

　
児
童
手
当
は
、原
則
と
し
て
、

毎
年
２
月
、
６
月
、
10
月
に
、
４

ヵ
月
分
を
ま
と
め
て
支
給
し
ま

す
。

④
所
得
制
限
限
度
額
（
平
成
18

年
４
月
か
ら
）

　
養
育
者
の
平
成
17
年
中
（
平

成
18
年
４
・
５
月
分
の
手
当
て

は
平
成
16
年
中
）
の
所
得
額
が

下
記
表
の
所
得
限
度
額
未
満
な

ら
ば
支
給
対
象
と
な
り
ま
す
。

児
童
手
当
制
度
の
し
く
み

児
童
手
当
制
度
の
目
的

児童手当

■所得制限限度額表

　
平
成
16
年
中
ま
た
は
平
成
17

年
中
の
所
得
額
に
よ
り
、
受
給

で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

次
ペ
ー
ジ
の
所
得
制
限
限
度
額

表
を
参
照
の
う
え
、
該
当
す
る

保
護
者
の
方
は
、認
定
請
求（
新

規
）申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。な

お
、
所
得
制
限
の
場
合
は
該
当

す
る
保
護
者
の
方
を
特
定
で
き

な
い
た
め
、
個
別
に
案
内
は
行

い
ま
せ
ん
。

申
請
に
必
要
な
も
の
は
、

①
印
　
鑑

②
申
請
者（
児
童
の
父
・
母
ま
た

は
養
育
者
）の
健
康
保
険
証

③
申
請
者
名
義
の
預
金
通
帳（
郵

便
局
を
除
く
）

④
平
成
17
年
１
月
１
日
に
住
所

が
新
庄
原
市
以
外
の
方
は
平
成

17
年
度
児
童
手
当
用
所
得
証
明

書
、
平
成
18
年
１
月
１
日
に
住

所
が
新
庄
原
市
以
外
の
方
は
平

成
17
・
18
年
度
児
童
手
当
用
所

得
証
明
書
。

　
過
去
に
、
所
得
制
限
に
よ
り

却
下
・
消
滅
と
な
っ
た
方
に
つ

き
ま
し
て
も
、
今
回
の
所
得
制

限
の
引
き
上
げ
に
よ
り
受
給
で

き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
①
小
学
校
５
年
生
、６
年
生
の

児
童
が
い
る
保
護
者
の
う
ち
弟

や
妹
が
い
て
、
現
在
、
児
童
手
当

を
受
給
さ
れ
て
い
る
保
護
者
の

方
は
、額
改
定（
増
額
）申
請
が
必

要
で
す
。申
請
に
必
要
な
も
の
は
、

印
鑑
だ
け
で
す
。

　
受
付
は
随
時
行
っ
て
い
ま
す
が
、

５
月
中
旬
ま
で
に
申
請
さ
れ
な

か
っ
た
該
当
年
齢
の
児
童
が
い

る
保
護
者
の
方
に
は
５
月
末
に

送
付
し
た
現
況
届
に
案
内
と
申

請
書
を
同
封
し
て
郵
送
し
て
い

ま
す
。

　
②
小
学
校
５
年
生
、６
年
生
の

児
童
が
い
る
保
護
者
の
う
ち
、現

在
、
児
童
手
当
の
受
給
が
な
く
、

平
成
16
年
中
又
は
平
成
17
年
中

の
所
得
額
が
次
ペ
ー
ジ
所
得
制

限
限
度
額
未
満
の
保
護
者
の
方
は
、

認
定
請
求
（
新
規
）
申
請
が
必
要

で
す
。
申
請
に
必
要
な
も
の
は
、

所
得
制
限
に
よ
り
児
童
手
当
を

受
給
し
て
い
な
い
保
護
者
の
方

と
同
じ
で
す
。

　
受
付
は
随
時
行
っ
て
い
ま
す
が
、

５
月
中
旬
ま
で
に
申
請
が
さ
れ
な

か
っ
た
該
当
年
齢
の
児
童
が
い
る

保
護
者
の
方
に
は
５
月
末
に
案
内

と
申
請
書
を
郵
送
し
て
い
ま
す
。

　
③
小
学
校
４
年
生
の
児
童
が
い

る
保
護
者
の
う
ち
、平
成
18
年
３

月
ま
で
庄
原
市
で
児
童
手
当
を
受

給
さ
れ
て
い
る
保
護
者
の
方
は
、

資
格
が
継
続
さ
れ
ま
す
の
で
、申

請
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。た
だ
し
、

６
月
分
以
降
の
支
給
を
判
定
す
る

た
め
、５
月
末
に
郵
送
し
た「
現
況

届
」を
例
年
ど
お
り
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。
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小学校6年生
まで拡大
所得制限も引き上げ

所得額は次の方法で計算します。
●給与所得者は、源泉徴収票の給与所得

控除後の金額から８万円を引いた後の額。
●事業所得者は、確定申告書の所得金額

欄の合計額から８万円を引いた後の額。
●さらに、右表の控除額があれば、その控

除した後の額が所得額となります。
　詳細については、児童福祉課へお問い

合わせください。

⑤
毎
年
、
現
況
届
の
提
出
が
必
要

で
す

　
現
在
、
児
童
手
当
を
受
け
て
い

る
方
は
、
市
が
５
月
末
に
ご
自
宅

に
郵
送
し
た「
児
童
手
当
現
況
届
」

に
必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、
６

月
中
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
こ
の
現
況
届
の
提
出
が
な
い
と
、

６
月
分
以
降
の
手
当
は
支
給
さ
れ

ま
せ
ん
の
で
、ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
申
請
・
問
い
合
わ
せ
　

　
児
童
福
祉
課
又
は
各
支
所
保
健

福
祉
係
・
福
祉
係
へ
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。
な
お
、
公
務
員
の
方
は
、

勤
務
先
で
の
申
請
に
な
り
ま
す
。

児
童
福
祉
課
児
童
福
祉
係

鈎
０
８
２
４
―
７
３
―
１
１
９
２

西
城
支
所
保
健
福
祉
係

鈎
０
８
２
４
―
８
２
―
２
２
０
２

東
城
支
所
福
祉
係

鈎
０
８
４
７
７
―
２
―
５
１
３
１

口
和
支
所
保
健
福
祉
係

鈎
０
８
２
４
―
８
７
―
２
１
１
４

高
野
支
所
保
健
福
祉
係

鈎
０
８
２
４
―
８
６
―
２
１
１
４

比
和
支
所
保
健
福
祉
係

鈎
０
８
２
４
―
８
５
―
３
０
０
２

総
領
支
所
保
健
福
祉
係

鈎
０
８
２
４
―
８
８
―
３
１
１
０

　
　

養育者の税法上
の扶養人数

０人

１人

２人

３人

４人

以下１人増えるごとに

自営業者の所得限度額
（国民年金・年金未加入者）

460万円

498万円

536万円

574万円

612万円

38万円を加算します

サラリーマンの所得限度額
（厚生・共済年金加入者）

532万円

570万円

608万円

646万円

684万円

38万円を加算します

医療費・雑損・小規模企業共済等掛金控除

寡婦・寡夫控除

特別寡婦控除

障害者控除（一人につき）

特別障害者控除（一人につき）

老人扶養控除（一人につき）

老年者控除（平成16年中所得のみ）

所得額から控除できるもの 控除額

控除相当額

27万円

35万円

27万円

40万円

６万円

50万円

　児童手当の制度が改正され、支給対象年齢が、これま

での小学校３年生(９歳到達後最初の３月31日)までか

ら小学校６年生（12歳到達後最初の３月31日）までに拡

大され、併せて所得制限が引き上げられました。

経
過
措
置
と
申
請

こ
れ
ま
で
、所
得
制
限
に
よ
り
児
童
手
当
を

受
給
し
て
い
な
い
保
護
者
の
皆
様
へ

小
学
校
４
年
生
～
６
年
生
の
児
童

が
い
る
保
護
者
の
皆
様
へ

（
平
成
６
年
４
月
２
日
生
ま
れ
～
平
成
９
年
４
月
１
日
生
ま
れ
）

【
平
成
18
年
４
月
１
日
～
】

児
童
手
当
制
度
と
は

　
今
回
の
制
度
改
正
に
よ
り
新

た
に
支
給
対
象
と
な
る
保
護
者

の
方
は
、平
成
18
年
９
月
29
日（
金
）

ま
で
に
受
付
し
た
も
の
に
限
り
、

特
例
的
に
平
成
18
年
４
月
１
日

に
さ
か
の
ぼ
っ
て
支
給
さ
れ
ま

す
。た
だ
し
、転
入
し
た
日
、所

得
な
ど
に
よ
り
、申
請
し
た
日

の
翌
月
か
ら
に
な
る
場
合
も
あ

り
ま
す
の
で
、お
早
め
に
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、平
成
18
年
10
月
２
日（
月
）

以
降
に
申
請
さ
れ
た
場
合
は
、

経
過
措
置
は
な
く
申
請
日
の
翌

月
か
ら
の
支
給
と
な
り
ま
す
の

で
、ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
児
童
手
当
制
度
は
、
児
童
を

養
育
し
て
い
る
方
に
手
当
を
支

給
す
る
こ
と
に
よ
り
家
庭
に
お

け
る
生
活
の
安
定
に
寄
与
す
る

と
と
も
に
、
次
世
代
の
社
会
を

担
う
児
童
の
健
全
な
育
成
及
び

資
質
の
向
上
に
資
す
る
こ
と
を

目
的
に
し
て
い
ま
す
。

 

①
支
給
対
象

 

　
児
童
手
当
は
、12
歳
到
達
後

の
最
初
の
３
月
31
日
ま
で
の
間

に
あ
る
児
童
（
小
学
校
修
了
前

の
児
童
）
を
養
育
し
て
い
る
方

に
支
給
さ
れ
ま
す
。た
だ
し
、前

年
（
１
月
か
ら
５
月
ま
で
の
月

分
の
手
当
に
つ
い
て
は
前
々
年
）

の
所
得
が
一
定
額
以
上
の
場
合

に
は
、
児
童
手
当
は
支
給
さ
れ

ま
せ
ん
。

②
支
給
月
額

第
１
子
…
…
…
…
５
、０
０
０
円

第
２
子
…
…
…
…
５
、０
０
０
円

第
３
子
以
降
…
１
０
、０
０
０
円

③
支
払
時
期

　
児
童
手
当
は
、原
則
と
し
て
、

毎
年
２
月
、
６
月
、
10
月
に
、
４

ヵ
月
分
を
ま
と
め
て
支
給
し
ま

す
。

④
所
得
制
限
限
度
額
（
平
成
18

年
４
月
か
ら
）

　
養
育
者
の
平
成
17
年
中
（
平

成
18
年
４
・
５
月
分
の
手
当
て

は
平
成
16
年
中
）
の
所
得
額
が

下
記
表
の
所
得
限
度
額
未
満
な

ら
ば
支
給
対
象
と
な
り
ま
す
。

児
童
手
当
制
度
の
し
く
み

児
童
手
当
制
度
の
目
的

児童手当

■所得制限限度額表

　
平
成
16
年
中
ま
た
は
平
成
17

年
中
の
所
得
額
に
よ
り
、
受
給

で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

次
ペ
ー
ジ
の
所
得
制
限
限
度
額

表
を
参
照
の
う
え
、
該
当
す
る

保
護
者
の
方
は
、認
定
請
求（
新

規
）申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。な

お
、
所
得
制
限
の
場
合
は
該
当

す
る
保
護
者
の
方
を
特
定
で
き

な
い
た
め
、
個
別
に
案
内
は
行

い
ま
せ
ん
。

申
請
に
必
要
な
も
の
は
、

①
印
　
鑑

②
申
請
者（
児
童
の
父
・
母
ま
た

は
養
育
者
）の
健
康
保
険
証

③
申
請
者
名
義
の
預
金
通
帳（
郵

便
局
を
除
く
）

④
平
成
17
年
１
月
１
日
に
住
所

が
新
庄
原
市
以
外
の
方
は
平
成

17
年
度
児
童
手
当
用
所
得
証
明

書
、
平
成
18
年
１
月
１
日
に
住

所
が
新
庄
原
市
以
外
の
方
は
平

成
17
・
18
年
度
児
童
手
当
用
所

得
証
明
書
。

　
過
去
に
、
所
得
制
限
に
よ
り

却
下
・
消
滅
と
な
っ
た
方
に
つ

き
ま
し
て
も
、
今
回
の
所
得
制

限
の
引
き
上
げ
に
よ
り
受
給
で

き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
①
小
学
校
５
年
生
、６
年
生
の

児
童
が
い
る
保
護
者
の
う
ち
弟

や
妹
が
い
て
、
現
在
、
児
童
手
当

を
受
給
さ
れ
て
い
る
保
護
者
の

方
は
、額
改
定（
増
額
）申
請
が
必

要
で
す
。申
請
に
必
要
な
も
の
は
、

印
鑑
だ
け
で
す
。

　
受
付
は
随
時
行
っ
て
い
ま
す
が
、

５
月
中
旬
ま
で
に
申
請
さ
れ
な

か
っ
た
該
当
年
齢
の
児
童
が
い

る
保
護
者
の
方
に
は
５
月
末
に

送
付
し
た
現
況
届
に
案
内
と
申

請
書
を
同
封
し
て
郵
送
し
て
い

ま
す
。

　
②
小
学
校
５
年
生
、６
年
生
の

児
童
が
い
る
保
護
者
の
う
ち
、現

在
、
児
童
手
当
の
受
給
が
な
く
、

平
成
16
年
中
又
は
平
成
17
年
中

の
所
得
額
が
次
ペ
ー
ジ
所
得
制

限
限
度
額
未
満
の
保
護
者
の
方
は
、

認
定
請
求
（
新
規
）
申
請
が
必
要

で
す
。
申
請
に
必
要
な
も
の
は
、

所
得
制
限
に
よ
り
児
童
手
当
を

受
給
し
て
い
な
い
保
護
者
の
方

と
同
じ
で
す
。

　
受
付
は
随
時
行
っ
て
い
ま
す
が
、

５
月
中
旬
ま
で
に
申
請
が
さ
れ
な

か
っ
た
該
当
年
齢
の
児
童
が
い
る

保
護
者
の
方
に
は
５
月
末
に
案
内

と
申
請
書
を
郵
送
し
て
い
ま
す
。

　
③
小
学
校
４
年
生
の
児
童
が
い

る
保
護
者
の
う
ち
、平
成
18
年
３

月
ま
で
庄
原
市
で
児
童
手
当
を
受

給
さ
れ
て
い
る
保
護
者
の
方
は
、

資
格
が
継
続
さ
れ
ま
す
の
で
、申

請
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。た
だ
し
、

６
月
分
以
降
の
支
給
を
判
定
す
る

た
め
、５
月
末
に
郵
送
し
た「
現
況

届
」を
例
年
ど
お
り
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。
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